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[bookmark: _Toc217460117]第１編 共通仕様書
[bookmark: _Toc199774606][bookmark: _Toc217460118]第１章 総則

[bookmark: _Toc199774607][bookmark: _Toc217460119]第１節 業務の目的
朝日環境センター焼却棟の整備・運営事業の発注に向けて、PFI等導入可能性調査及び施設整備基本計画を踏まえ、施設整備条件の整理、プラントメーカーから徴収した見積設計図書の技術審査、発注仕様書の作成、事業費の精査等を実施するものである。
[bookmark: _Toc199774608][bookmark: _Toc217460120]第２節 業務の名称
朝日環境センター施設整備基本設計業務委託
[bookmark: _Toc199774609][bookmark: _Toc217460121]第３節 業務の場所
川口市内
[bookmark: _Toc199774610][bookmark: _Toc217460122]第４節 業務期間
契約締結日より令和１０年３月３１日まで










[bookmark: _Toc199774611][bookmark: _Toc217460123]第２章 一般事項
[bookmark: _Toc199774612][bookmark: _Toc217460124]第１節 業務管理
[bookmark: _Toc49427891][bookmark: _Toc49428515][bookmark: _Toc49429695][bookmark: _Toc49429967][bookmark: _Toc49430614][bookmark: _Toc49434728][bookmark: _Toc49777893][bookmark: _Toc65066983][bookmark: _Toc65073156][bookmark: _Toc65073527](1) 受注者は、管理技術者（業務統括、基本設計策定業務）を１名配置すること。
(2) 受注者は、秩序正しい業務を行わせるために適切に技術者を配置しなければならない。また、高度の技術を要する業務については、以下のとおり、相当の経歴を有する技術者を配置しなければならない。
　1) 管理技術者
　　・技術士（総合技術監理部門（衛生工学部門－廃棄物・資源循環に関する専門分野））又は技術士（衛生工学部門－廃棄物・資源循環に関する専門分野）の資格を有すること。
　　・平成２８年度以降に、国又は地方公共団体が発注する処理能力が１００ｔ/日以上のごみ焼却施設を対象とした設計・建設及び運営に係る施設整備基本設計業務（参考見積仕様書の作成、参考見積図書の技術審査、最終発注仕様書の作成、建設工事の積算等）を担当し、完了した業務実績を有すること。
2) 照査技術者
　　・平成２８年度以降に、国又は地方公共団体が発注する処理能力が１００ｔ/日以上のごみ焼却施設を対象とした設計・建設及び運営に係る施設整備基本設計業務（参考見積仕様書の作成、参考見積図書の技術審査、最終発注仕様書の作成、建設工事の積算等）を担当し、完了した業務実績を有すること。
(3) 発注者から業務の進捗状況の報告を求められた場合は、受注者はすみやかに報告すること。
(4) 発注者は、業務の執行上、管理技術者等が不適当であると認めるときは、その理由を明示して受注者に変更を求めることができる。その場合、受注者は速やかに新たな担当者を選出し、書面により発注者に通知すること。

[bookmark: _Toc199774613][bookmark: _Toc217460125]第２節 法令等の遵守
[bookmark: _Toc49427893][bookmark: _Toc49428517][bookmark: _Toc49429697][bookmark: _Toc49429969][bookmark: _Toc49430616][bookmark: _Toc49434730][bookmark: _Toc49777895][bookmark: _Toc65066985][bookmark: _Toc65073158][bookmark: _Toc65073529]本業務の実施にあたっては、関係法令、条例、規則、通知等を遵守すること。

[bookmark: _Toc199774614][bookmark: _Toc217460126]第３節 プラントメーカー等との協議・交渉
本業務の実施にあたり、プラントメーカー等と専門的、技術的な協議や交渉を十分行うこと。
本業務において、プラントメーカー等と専門的、技術的な協議や交渉等を行う際は、受注者は、発注者の意向や方針を理解したうえで、川口市の代行者、補助者として適切に実施すること。

[bookmark: _Toc199774615][bookmark: _Toc217460127]第４節 資料の収集・貸与
本業務の遂行上必要な資料等の調査・収集は、原則として受注者が行わなければならない。但し、発注者が所有する本業務の遂行上必要な資料については、発注者が受注者に貸与することができる。この場合、受注者は借用リストを発注者に提出し、業務完了とともに速やかに、借用資料を返却しなければならない。また、資料の目的外での使用を禁止する。

[bookmark: _Toc199774616][bookmark: _Toc217460128]第５節 疑義に対する協議等
(1) 仕様書に定められた内容に疑義が生じた場合は、発注者の本業務担当者と協議する。
(2) 上記(1)の協議を行った結果、仕様書の訂正又は変更を行う場合は、受注者及び発注者の協議による。
(3) 上記(1)の協議を行った結果、仕様書の訂正又は変更に至らない軽微な事項については、協議結果を議事録に記録すること。

[bookmark: _Toc199774617][bookmark: _Toc217460129]第６節 提出書類
受注者は、本業務の着手に先立ち、次の書類をすみやかに発注者に提出し、承諾を得ること。書面を提出する場合の様式（提出部数を含む）は、契約書に定める他、業務委託契約細目によるもの並びに監督職員との協議による。
(1) 業務着手時
(ア) 業務実施計画書（業務委託契約細目 様式第1号）
(イ) 業務工程表
(ウ) 管理技術者及び照査技術者の経歴書・資格者証の写し
(エ) その他発注者が指定する書類
(2) 各年度終了時（最終年度を除く）
(ア) 中間報告書
(3) 業務完了時
(ア) 業務完了報告書（業務委託契約細目 様式第4号）
(イ) 納品書
(ウ) 請求書

[bookmark: _Toc199774618][bookmark: _Toc217460130]第７節 成果物の審査
受注者は、成果物について発注者の審査を受けなければならない。その結果、訂正を指示されたものについては訂正するものとする。
また、審査後であっても成果品に不適合がある場合は、次の通り受注者はすみやかに訂正しなければならない。
(1) 受託者の責に伴う業務の瑕疵（落丁、汚れ、破れ等）があったとき。
(2) 記入漏れ、不備又は、誤記等が発見されたとき。

[bookmark: _Toc199774619][bookmark: _Toc217460131]第８節 成果物の納入
(1) 成果物の種類及び部数は、第２編に定める通りとし、成果品の作成にあたっては、発注者と協議を行うこと。また、受注者は成果品の内容について、発注者の承諾なしに公表、貸与又は使用してはならない。
(2) 成果物の納品場所は川口市環境部環境施設課（川口市朝日４丁目２１番３３号リサイクルプラザ内）とする。

[bookmark: _Toc199774621][bookmark: _Toc217460132]第９節 打ち合わせ及び記録
(1) 受注者は、業務の着手にあたり、発注者と十分な打ち合わせを行うこと。また、業務中にも緊密な連絡・打ち合わせを行い、積極的に本業務達成に努めるものとする。
(2) 受注者は、打ち合わせ及び協議の都度、その内容の議事を作成のうえ、会議終了後５日後までに発注者に提出し、発注者、受注者相互に確認するものとする。

[bookmark: _Toc199774622][bookmark: _Toc217460133]第１０節 権利の帰属
本業務に基づく成果物及び作業工程において作成された資料等に対する一切の権利は、発注者に帰属する。従って、受注者がこれら成果物等を第三者に提供し、又は内容を転載する際は、その都度発注者の承諾を得なければならない。

[bookmark: _Toc199774623][bookmark: _Toc217460134]第１１節 国の動向の把握
受注者は、あらゆる機会を通じ、本業務に関連する国の法整備等に関する動向の把握に努めるものとする。

[bookmark: _Toc199774624][bookmark: _Toc217460135]第１２節 他の計画との整合性
朝日環境センター施設整備基本設計の策定等にあたっては、国、県及び発注者が策定する他の計画、指針等と整合性を持たせなければならない。

[bookmark: _Toc199774625][bookmark: _Toc217460136]第１３節 業務の完了及び引き渡し
本業務は、定められた項目の業務が全て完了し、定められた報告書を提出して業務の完了及び引渡しとする。

[bookmark: _Toc199774626][bookmark: _Toc217460137]第１４節 川口市環境方針の遵守
受注者は、業務の遂行に当たり、川口市環境方針を遵守すること。








[bookmark: _Toc168241425][bookmark: _Toc199774629][bookmark: _Toc217460138]第２編 基本設計 特記仕様書
[bookmark: _Toc199774630][bookmark: _Toc217460139]第１章 基本的条件の整理
　川口市のごみ処理状況について、一般廃棄物処理基本計画において推計されている将来ごみ量及び基本計画の検討結果を踏まえ、処理体制や種類別の発生量等について見直しを行う。

[bookmark: _Toc217460140]第１節 基本条件の整理
(1) 更新計画の概要
1) 新施設の名称
2) 対象施設及び前提条件
3) 朝日環境センターを構成する施設
4) 更新対象とする施設
5) 更新に係る前提条件
6) その他
(2) ごみ処理関係
1) ごみ処理体制
2) ごみの種類別の発生量
3) ごみの性状
4) ごみ処理の実績（関連施設を含む）
5) ごみの搬入量
6) その他
(3) 工場運営条件
1) 新焼却棟の工場運転条件
新焼却棟の工場運転、補修条件、工場運営組織について整理する。
2) 各施設の状況（各施設の処理計画、維持補修計画、更新計画）等
3) 焼却残さ等の取扱条件
焼却残さ、汚泥、汚水等の取扱条件と方法、搬入出方法、取扱先等に　ついて整理する。
(4) 敷地及び周辺条件（地形、標高、計画地盤高、地質条件、都市計画内容、他）
(5) 施設整備に関連する関連法令
(6) 搬出入経路及び車両条件
1) 搬出入経路
2) 車両等の形式及び台数
3) ごみ収集車
4) 資源物搬出車両及び維持管理関連車両
5) その他
(7) ユーティリティ条件
1) 電気供給施設
2) 水道供給施設
3) ガス供給施設
4) その他施設
(8) その他

[bookmark: _Toc217460141]第２節 計画施設規模の整理
一般廃棄物処理基本計画において推計されている将来ごみ量及び基本計画の検討結果を踏まえ、適正な計画施設規模について再検討を行い必要に応じ見直しを行う。
(1) 新焼却棟において処理するごみ種について整理する。
(2) 計画処理量を勘案し、処理能力を算定する。
(3) 災害時に多量の災害廃棄物が発生することが想定されるため、災害廃棄物の処理量を考慮して算定する。
(4) プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の影響についても関連する調査結果を基に整理する。
(5) 後段に必要となる発注仕様書に反映させるべき計画施設規模を整理する。

[bookmark: _Toc217460142]第３節 計画ごみ質の整理
前項のごみ量にかかる条件を踏まえ最適なごみ質について検証及び見直しを行う。
[bookmark: _Toc217460143]第２章 基本設計（発注仕様書の作成）
[bookmark: _Toc217460144]第１節 検討対象とするごみ処理方式の整理
再整備後の朝日環境センターに導入可能性のあるごみ処理方式を整理する。

[bookmark: _Toc217460145]第２節 見積仕様書の作成
施設整備基本計画及びDBO方式による事業実施を前提に検討対象として選定したごみ処理方式に応じた見積仕様書（設計・建設編及び運営編）を作成する。目次構成は概ね次のとおりとし、見積仕様書はDBO方式での事業実施を前提に要求する性能を整理する。
　※環境省 「廃棄物処理施設の発注仕様書作成の手引き（ごみ焼却施設 第2版）」に準じること。

【第Ⅰ編　設計・建設編】
　(1) 共通事項
　(2) 土木計画
　(3) 建築計画
　(4) 建築機械設備計画
　(5) 建築電気設備計画
　(6) プラント機械設備計画　※後段に示す処理方式に応じ内容を決定する
　(7) プラント電気・計装設備計画

【第Ⅱ編　運営編】
　(1) 総則
　(2) 全体計画
　(3) 運営・維持管理体制
　(4) 受入管理業務
　(5) 運転管理業務
　(6) 維持管理業務
　(7) 環境管理業務
　(8) 情報管理業務
　(9) その他関連業務

[bookmark: _Toc217460146]第３節 プラントメーカーへのヒアリング
作成した見積仕様書を基にプラントメーカーへのヒアリングを行い、価格見積書及び見積設計図書を徴収する。ヒアリング先とするプラントメーカーは、計画する施設規模に対し十分な実績を有するものとする。

[bookmark: _Toc217460147]第４節 見積設計図書の技術審査
プラントメーカーから提出された見積書及び見積設計図書に対して、技術審査を行い、必要に応じて改善要求などを行う。具体的には、ごみ処理の性能、公害防止性能、システムの信頼性、安全性、耐久性、操作性、保守性、作業環境等の性能項目と、建築費、維持管理費、資源化省力化などについて技術審査を行う。

[bookmark: _Toc217460148]第５節 見積設計図書の確認及び比較評価
プラントメーカーから提出された見積書及び見積設計図書の比較評価を行う。具体的には、施設整備実績、ごみ処理の性能、公害防止性能、システムの信頼性、安全性、耐久性、操作性、保守性、作業環境等の性能項目と、建築費、維持管理費、資源化省力化などについて比較評価を行う。

[bookmark: _Toc217460149]第６節 ごみ処理方式の選定
技術審査結果を踏まえ事業発注時に対象とするごみ処理方式を選定する。なお、選定するごみ処理方式は複数とする場合もあるものとする。

[bookmark: _Toc217460150]第７節 事業費の整理
プラントメーカーへのヒアリング結果を踏まえ、想定される事業費を整理する。

[bookmark: _Toc217460151]第８節 見積仕様書の見直し
見積仕様書（設計・建設編及び運営編）への質問回答及び技術審査過程を経て得られた知見を基に見積仕様書（設計・建設編及び運営編）の見直しを行い、発注仕様書を作成する。





























[bookmark: _Toc217460152]第３章 その他
[bookmark: _Toc217460153]第１節 発注方式の検討
PFI等導入可能性調査の結果及び前記までの検討結果を踏まえ、川口市にとって望ましい発注方式について整理する。

[bookmark: _Toc217460154]第２節 事業スキームの検討
前記までの検討結果を踏まえ、川口市がDBO方式にて朝日環境センター再整備及び運営事業を発注した場合の事業スキームについて整理する。

[bookmark: _Toc217460155]第３節 事業工程の検討
今後の事業工程について整理する。

[bookmark: _Toc217460156]第４節 余熱利用施設（サンアール朝日）の今後のあり方について
サンアール朝日の今後のあり方を検討するための参考として、施設の利用状況などについてアンケートを実施する。
調査対象は以下を想定している。
(1) 朝日環境センター周辺町会・自治会の世帯　800世帯
(2) (1)以外の川口市内の世帯　800世帯

[bookmark: _Toc217460157]第５節 成果品
成果品の部数は以下のとおりとする。
(1) 基本設計の本編及び資料編（Ａ４カラー製本各３０部）
(2) その他本市が必要と認める資料（調査等に使用した資料等）
(3) 上記(1)～(2)に関わる電子データ１式
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